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主要な事業内容

事業報告

１ 企業集団の現況（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
（1）主要な事業内容（2023年3月31日現在）

セグメント 主要製品・サービス

テクノロジー
ソリューション

ソリューション・サービス システムプラットフォーム

　●システムインテグレーション
（システム構築、業務アプリケーション等）
　●コンサルティング
　●アウトソーシングサービス
（データセンター、ICT運用管理、アプリケ
ーション運用・管理、ビジネスプロセス
アウトソーシング等）
　●クラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS等）
　●ネットワークサービス
（ビジネスネットワーク等）
　●システムサポートサービス
（情報システムおよびネットワークの保
守・監視サービス等）
　●セキュリティソリューション
　●各種ソフトウェア（ミドルウェア）

システムプロダクト
　●各種サーバ
（メインフレーム、UNIXサーバ、基幹IA
サーバ、PCサーバ等）
　●ストレージシステム
　●フロントテクノロジー
（ATM、POSシステム等）
　●各種ソフトウェア（OS）
　●車載制御ユニットおよび車載情報システ
ム

ネットワークプロダクト
　●ネットワーク管理システム
　●光伝送システム
　●携帯電話基地局

ユビキタス
ソリューション 　●パソコン

デバイス
ソリューション 　●電子部品（半導体パッケージ、電池等）

　当社グループ（当社および連結子会社）は、ICT分野において、各種サービスを提供するとともに、これらを支える
最先端、高性能、かつ高品質のプロダクトおよび電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供す
る、トータルソリューションビジネスを行っております。各セグメントにおける主要な製品およびサービスは次のとお
りです。
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事業の経過および成果

全般的な概況

売上収益 営業利益（営業利益率） 親会社所有者帰属当期利益

3兆7,137億円
　

3,356億円(9.0％)
　

2,151億円
　

3.5％
［ 前期比 ］

　 1,164億円 (53.1％)

［ 前期比 ］

　 324億円
［ 前期比 ］

　

（2）事業の経過および成果

（注）売上収益は外部顧客に対する売上収益です。

2021年度 2022年度

（9.0％）
3,356億

特殊/再編
+653億

・21年度特殊事項 △564億
・22年度特殊事項 147億
・事業再編影響 △58億

（6.1％）
2,192億

増収影響
+396億

コスト・
費用効率化
+375億

事業成長投資
△260億

本業（再編除く）
売上 ＋1,921億 ／ 損益 +511億

営業利益の前年比の変動内訳
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事業の経過および成果

　当期の売上収益は3兆7,137億円（前期比3.5%増）となりました。事業再編に伴う651億円の減収影響を除く本業の
売上収益は3兆6,750億円（前期比5.5％増）となりました。テクノロジーソリューションにおいて、デジタル化やモダ
ナイゼーションなどのDX関連ビジネスの受注が増加したことや、半導体不足に起因する部材供給遅延による減収影響
からの回復が進んだことにより、増収となりました。
　また、北米向けの5G基地局などのネットワークビジネスの売上が好調であったことや、海外リージョンにおいて、
M&Aによりサービスビジネスが拡大したことも増収の要因となりました。
　当期の営業利益は3,356億円と前期比1,164億円の増益となりました。テクノロジーソリューションの増収効果によ
る利益改善に加えて、グローバルデリバリーセンター（GDC）の活用による開発および運用の標準化による生産性の
向上や、インフラサービスにおける保守および運用サポートの効率化などを着実に進め、採算性が改善しました。
　さらに、当期の特殊事項として、株式会社PFUの株式譲渡に伴う利益として308億円を計上したほか、前期に650億
円を計上したDX人材施策の費用の反動も増益要因となりました。
　一方で、Fujitsu Uvanceなどのオファリング開発やGDCの強化など価値創造に向けた投資および自らの変革に向け
た社内DX投資による費用負担はあったものの、上記の増益要因の影響が大きく、営業利益は過去最高益となりまし
た。
　当期の金融収益、金融費用および持分法による投資利益をあわせた金融損益等は、株式会社PFUが持分法適用関連会
社となったことに伴う公正価値評価益77億円の計上を主要因として、前期比154億円増の362億円となりました。
　この結果、当期の税引前利益は3,718億円（前期比1,318億円増）となりました。
　また、親会社の所有者に帰属する当期利益は2,151億円（前期比324億円増）となり、営業利益だけではなく、当期
利益においても過去最高益となりました。

　（注）「グローバルデリバリーセンター（GDC）」：当社が世界に展開している、オフショア開発その他のサービスの提供を行う拠点。
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事業の経過および成果

セグメント別の概況

テクノロジーソリューション

30,877

1,932

30,563

1,350

2020年度 2021年度

31,765
2,631

2022年度
（当期）

4.4％
6.3％

8.3%

■売上収益(億円） ■営業利益(億円）　　営業利益率(％）
2020年度 2021年度 2022年度

（当期）

売上収益内訳
ソリューション・サービス 18,836 18,405 18,193

システムプラットフォーム 6,337 6,175 6,781

海外リージョン 7,237 7,293 8,124

共通 △1,533 △1,310 △1,334

営業利益内訳
ソリューション・サービス 1,907 1,887 2,337

システムプラットフォーム 388 566 689

海外リージョン 116 239 59

共通 △478 △1,344 △454
　

　当社は、IT企業からDX企業への変革を掲げ、「テクノロジーソリューション」において、デジタル領域（For 
Growth）を成長させるとともに、従来型の基幹システムなどの既存IT市場（For Stability）については、強固なビジ
ネス基盤をベースに収益拡大を目指すことを基本方針としております。
　「テクノロジーソリューション」における当期の売上収益は、3兆1,765億円（前期比3.9%増）となりました。
　「ソリューション・サービス」においては、前期比1.1%の減収となりましたが、事業再編の影響を除いた本業の売
上収益は、製造業や流通業などの基幹システムの刷新やモダナイゼーション商談を中心に売上が堅調に推移し、前期比
2.5%の増収となりました。
　「システムプラットフォーム」においては、下期以降、半導体不足に起因する部材供給遅延の売上や損益への影響か
ら着実に回復し、サーバやストレージシステムを中心とするシステムプロダクトの売上が前年を上回ったことに加え、
ネットワークビジネスでは北米向けの5G基地局や光伝送システムの売上が増加したことにより、増収となりました。
　「海外リージョン」においては、M&Aにより、デジタル領域のサービスビジネスの売上が増加したことに加え、為
替影響もあり、増収となりました。
　営業利益は2,631億円（前期比1,281億円増）となりました。「ソリューション・サービス」の本業および「システ
ムプラットフォーム」の増収効果による利益改善に加え、グローバルデリバリーセンター（GDC）を活用したグロー
バルでの開発および運用の標準化による生産性の向上やインフラサービスの保守・運用サポートの効率化による採算性
の改善が着実に進み、増益となりました。
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事業の経過および成果

ユビキタスソリューション

3,190

432
2,371

58

2020年度 2021年度

2,329

△65

2022年度
（当期）

2.5％

13.6％

△2.8％

■売上収益(億円） ■営業利益(億円）　　営業利益率(％）

デバイスソリューション

2,938

298

783

3,759

2020年度 2021年度

790

3,826

2022年度
（当期）

10.1％

20.7％20.8％

■売上収益(億円） ■営業利益(億円）  　　営業利益率(％）

　「ユビキタスソリューション」における当期の売上収
益は2,329億円（前期比1.7%減）となりました。国内
は前期比10.6%の増収となりましたが、海外は欧州の市
況低迷による需要減に伴いパソコンの売上が減少したこ
とにより前期比16.6%の減収となりました。
　営業利益は65億円の損失（前期比124億円減）となり
ました。為替変動による調達コストの増加の影響によ
り、減益となりました。

　「デバイスソリューション」における当期の売上収益
は3,826億円（前期比1.8%増）となりました。上期ま
では力強く拡大した半導体需要が、下期には急激に低下
したことにより、通期では前期並みとなりました。
　これに伴い、営業利益も前期並みの790億円（前期比
7億円増）となりました。

（注）各セグメントの売上収益にはセグメント間の内部売上収益を含みます。
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企業集団の直前３事業年度の財産および損益の状況の推移

区分 2019年度
（第120期）

2020年度
（第121期）

2021年度
（第122期）

2022年度
（当期）

売上収益 （億円） 38,577 35,897 35,868 37,137

国内 （億円） 26,292 24,176 22,698 22,902

海外 （億円） 12,285 11,720 13,169 14,234

海外売上比率 （%） （31.8） （32.7） （36.7） (38.3)

営業利益 （億円） 2,114 2,663 2,192 3,356

営業利益率 （%） （5.5） （7.4） （6.1） (9.0)

親会社所有者帰属当期利益 （億円） 1,600 2,027 1,826 2,151

基本的1株当たり当期利益 （円） 791.20 1,013.78 924.21 1,107.63

資産合計 （億円） 31,874 31,902 33,318 32,655

親会社所有者帰属持分 （億円） 12,409 14,501 15,907 15,868

親会社所有者帰属持分比率 （%） （38.9） （45.5） （47.7） (48.6)

1株当たり親会社所有者帰属持分 （円） 6,197.11 7,287.15 8,094.70 8,425.37

フリー・キャッシュ・フロー （億円） 2,330 2,363 1,890 1,775

（3）企業集団の直前3事業年度の財産および損益の状況の推移

（注）当社は、会社計算規則第120条第1項に基づき、IFRS（国際財務報告基準）に従って連結計算書類を作成しております。
（注）フリー・キャッシュ・フローは、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたものです。
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重要な子会社等の状況

（4）重要な子会社等の状況（2023年3月31日現在）
　各セグメントに属する重要な子会社等の状況は、以下のとおりです。

顧　客

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ユ
ビ
キ
タ
ス

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

デ
バ
イ
ス

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

当
　社

開発・販売・サービス提供会社 議決権比率
■ Ridgelinez㈱ 100
■ 富士通Japan㈱ 100
■ ㈱富士通エフサス 100
■ 富士通ネットワークソリューションズ㈱ 100
■ Fujitsu Services Holdings PLC 100
■ Fujitsu North America, Inc. 100
■ Fujitsu Australia Limited 100
■ Fujitsu Asia Pte. Ltd. 100

開発・製造・販売・サービス提供会社 議決権比率
■ 富士通フロンテック㈱ 100
■ ㈱トランストロン 51.00
■ Fujitsu Network Communications, Inc. 100

開発・製造会社 議決権比率
■ 富士通テレコムネットワークス㈱ 100
■ 富士通アイソテック㈱ 100

開発・製造・販売会社 議決権比率
■ 新光電気工業㈱ 50.04
■ FDK㈱ 58.90

販売会社 議決権比率
■ ㈱富士通パーソナルズ 100

開発・販売・サービス提供会社 議決権比率
 Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. 100

（持分法適用関連会社）
　㈱富士通ゼネラル〔44.07〕、富士通クライアントコンピューティング㈱〔44.00〕、FLCS㈱〔20.00〕、㈱PFU〔20.00〕等

（注）会社名の後の〔 〕内の数字は議決権比率（単位：％）です。
（注）富士通クライアントコンピューティング㈱は、開発、製造する法人向けパソコン等の一部を当社に納入しております。
（注）富士通リース㈱は、2022年4月1日付けで、FLCS㈱に商号を変更しております。
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重要な企業再編等の状況、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

（5）重要な企業再編等の状況
　　株式会社PFUは、当社による株式会社リコーへの同社株式の譲渡に伴い、2022年9月1日付けで持分法適用関連会

社となりました。

（6）設備投資の状況
　当期において、1,210億円（前期比36.1%増）の設備投資を行いました。
　テクノロジーソリューションでは、サービス事業の関連設備や、当社が進めているBorderless Office（オフィスの
あり方の見直し）に伴う事業所の新設、改装等を中心に486億円を投資しました。デバイスソリューションでは、新光
電気工業株式会社の電子部品の製造設備を中心に723億円を投資しました。

（7）資金調達の状況
　当期において、募集株式の発行、社債の発行などによる資金調達を実施しておりません。

（8）対処すべき課題
　当社グループは、社会における存在意義、パーパスを「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより
持続可能にしていく」ことと定めております。すべての事業活動をこのパーパス実現のための活動として取り組んでお
り、そのためには、健全な利益と成長を実現し、企業価値を持続的に向上させることが重要と考えております。

【市場環境】
　当社グループをとりまく市場環境については、従来型の基幹システムなどの既存IT市場は、緩やかに縮小していくと
予測されています。一方で、レガシーシステムのリプレイスメントやモダナイゼーションへの投資は堅調に増えると予
測されています。さらに、AI（人工知能）やデータ活用などデジタル化に向けた投資は、社会や企業の成長・発展への
ニーズに加え新型コロナウイルスの感染拡大による社会システムや生活様式の変化への対応を契機とするニーズもあ
り、今後も拡大すると想定されています。
　このような状況のもと、当社グループは、2022年度を最終年度とする経営方針に則り、ますます需要が高まる企業
のDX（デジタルトランスフォーメーション）を牽引し、社会課題の解決に貢献する企業への変革を目指して活動して
まいりました。

【経営方針概要】
　2022年度を最終年度とする経営方針では、当社グループは、経営方針の達成に向け「価値創造」と「自らの変革」
に取り組んでまいりました。
　「価値創造」では、お客様の事業の変革や成長に貢献する事業領域を「For Growth」と定め、これを成長分野と位
置付けて、規模と収益性の両方の拡大に取り組んでまいりました。同時に、お客様のIT基盤の安定稼働への貢献と品質
向上に取り組む領域を「For Stability」と定め、一層の効率化を推し進めて利益率の向上を図ってまいりました。
　「価値創造」において、次の施策に取り組んでまいりました。
　グローバルビジネス戦略の再構築策として、グローバル共通のポートフォリオに沿って、重点アカウントの選定やオ
ファリングの拡充を図ってまいりました。グローバルでの機動性をより高めていくため、2022年4月にリージョンの
再編を行い、欧州の2リージョンを統合したEuropeリージョン、アジアとオセアニアを一体化したAsia Pacificリージ
ョン、そしてAmericasリージョン、Japanリージョンの合計4リージョン体制としました。グローバルで市場を推進
していくため、事業責任者のグローバルワイドでの最適配置にも着手しており、欧州にソリューションビジネス、北米
にネットワークビジネスの責任者を配置しました。引き続き、グローバルビジネスの拡大に向け、取り組んでまいりま
す。
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重要な企業再編等の状況、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

　日本国内での課題解決力の強化策として、日本の社会課題解決やデジタル化に貢献するための体制強化を継続して進
めております。デザイン思考でお客様の潜在ニーズを掘り起こし、お客様との共感を通じてDXをリードするビジネス
プロデューサー8,000人の研修を完了しており、このビジネスプロデューサーを中心に、商談スタイルの変革を進めて
おります。持続可能なデジタル社会の実現に向け企業や自治体との連携も強化しており、引き続きエコシステムの拡大
を目指し、こうした連携から得られる成果を最大限活用するとともに、社会インフラなどを中心に日本のDXを促進し
てまいります。
　お客様事業の一層の安定化にも、継続して取り組んでまいります。
　グローバルで統一された手法での開発を促進するため、サービスデリバリーの標準化および最適化を行うとともに、
効率化によるコスト競争力の強化を図っております。こうした手法で開発・デリバリーを行うグローバルデリバリーセ
ンター（GDC）の人員数を増強するとともに、米Palantir Technologies Inc.のデータ分析プラットフォーム
（Palantir社プラットフォーム）を活用した人的リソースのアサインメントの大幅効率化と有効活用を進めており、こ
れをグローバルで統一し、活用を拡大してまいります。また、日本固有の商習慣やニーズを踏まえてデリバリーを標準
化するJapan Global Gatewayと、GDCとの連携を進め、日本のお客様のグローバル化を一層後押ししてまいりま
す。
　品質管理とリスクマネジメントの強化については、Palantir社プラットフォームの活用や、AIによる分析を行い、品
質低下の予兆を検知する取り組みを進めております。リスク検知のためのダッシュボードの整備など、トラブルの未然
防止の高度化を進めてまいります。また、情報管理や情報セキュリティに関する機能の強化として、専任のCISO（最
高情報セキュリティ責任者）のもと情報管理に関する規程が厳格に運用されるように、監査のあり方も含めて強化を図
っております。
　お客様のDXのベストパートナーとなるべく、お客様の事業や変革の達成をカスタマーサクセスと定義し、その実現
に向けたサポートの強化に取り組んでおります。開発や営業機能を一体化した組織において、お客様サポートを一元的
に担い中長期の視点でお客様とともに動くAccount General Managerを育成するとともに、社会課題の解決や、お客
様のサステナブルな経営を支えるオファリングに今後も注力してまいります。
　サステナブルな世界を実現するための事業ブランド「Fujitsu Uvance」については、2022年4月に1,000人規模の
グローバルな専任組織を設置しました。市場をクロスインダストリーでとらえる「Vertical Areas」における
「Sustainable Manufacturing」「Consumer Experience」「Healthy Living」「Trusted Society」の4分野と、
お客様のDXを支えるためのテクノロジーやソリューション「Horizontal Areas」における「Digital Shift」
「Business Application」「Hybrid IT」の3分野、合計7つを重点分野に定めております。これら7つの分野に対し
て、今後も中長期的に経営リソースを集中させ、ソリューションの開発や提供体制の整備を進めてまいります。
　一方、「自らの変革」として、当社グループ自身のDXのため、人員、体制の強化も含めた社内変革を進めておりま
す。
　データドリブン経営の強化策として、データを活用してグループ全体の経営を高度化するOneFujitsuプログラム
を、全リージョン横断で推進しております。その一環として、2022年4月にOneCRMを始動させ、パイプラインマネ
ジメントの統合とグローバルで統一した管理手法の導入を行いました。同じく4月に、グループ全体でERPを統合する
One ERP+が、英国およびアイルランドで先行稼働し、グローバルでの稼働に向けて準備を進めております。また、全
社DXプロジェクト「フジトラ」を中心に、企業カルチャーや社員のマインドまでを含めた全社員参加型の変革を進め
ております。グローバルで人材の流動性を高めるため、ポスティング制度の適用範囲拡大や、パーパス実現への貢献を
評価するグローバル共通の評価制度「Connect」およびジョブ型人事制度の適用拡大などを進めております。DX企業
にふさわしい働き方やマインドを醸成する「Work Life Shift」では、従業員サーベイの結果に基づくデータ駆動型の
施策を、グローバルで展開してまいります。また、自身の取り組みで得た知見をベースに、お客様の働き方改革も支援
しており、今後も継続してまいります。
　施策の実行にあたり、必要となる投資を積極的に行ってまいりました。サービス・オファリングの開発やM&Aをは
じめとする外部への投資、将来を見据えたDXビジネス拡大のための戦略的な投資に加え、高度人材の獲得や社内の人
材・システムの強化のための投資を継続して実行してまいります。
　財務面に加えて、非財務面での取り組みも強化しております。当社グループの掲げるパーパスの実現には、当社グル
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重要な企業再編等の状況、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

ープ自身のサステナブルな成長が必須であり、そのためには当社グループを取り巻くあらゆるステークホルダーとの信
頼関係を築くことが必要と考えております。その観点から、お客様からの信頼を示す「ネット・プロモーター・スコ
ア」、社員との結びつきを示す「従業員エンゲージメント」、そして、組織、カルチャーの変革の進捗を経済産業省が
推進する「DX推進指標」を非財務分野における評価指標と定め、改善に取り組んでまいりました。引き続き、優先的
に取り組むべき重要事項を検討しながら、非財務面での取り組みを継続してまいります。
　財務面での経営目標として、2023年度は、連結で売上収益3兆8,600億円、営業利益3,400億円の達成を目指してま
いります。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、テレワークを中心とする新たな働き方へとシフトし、これをグロー
バルに継続しております。また、昨今のウクライナ情勢については、お客様へのサービス提供を安定的に継続するた
め、ロシアの当社拠点を2022年11月に閉鎖し、提供していたサービスの他の拠点への移管を完了しました。併せて、
国連難民高等弁務官事務所への寄付やウクライナ国籍の方の積極採用、社員によるボランティア活動を行っておりま
す。当社グループは、引き続き状況に応じて迅速な意思決定を行いながら、デジタルテクノロジーと、これまでに培っ
た多様な業種への実績・知見を活かし、安心で利便性の高い社会づくりに貢献していきます。
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会社役員の状況

2 会社の現況

地位 役位 氏名 担当 社外役員 独立役員
代表取締役 社　　　長 時田　隆仁 CEO、CDXO、リスク・コンプライアンス委員会

委員長
代表取締役 副　社　長 古田　英範 COO、CDPO
取 締 役 執行役員

SEVP 磯部　武司 CFO
取 締 役 シニアアドバイザー 山本　正已 指名委員会委員
取 締 役 － 向井　千秋 報酬委員会委員長 ○ ○
取 締 役 － 阿部　　敦 取締役会議長、指名委員会委員長 ○ ○
取 締 役 － 古城　佳子 指名委員会委員、報酬委員会委員 ○ ○
取 締 役 － スコット　キャロン 指名委員会委員、報酬委員会委員 ○ ○
取 締 役 － 佐々江　賢一郎 報酬委員会委員 ○ ○
常勤監査役 － 広瀬　陽一
常勤監査役 － 山室　　惠
監 査 役 － 初川　浩司 ○ ○
監 査 役 － 幕田　英雄 ○ ○
監 査 役 － キャサリン　　オコーネル ○ ○

会社役員の状況
①取締役および監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

（注）当社の独立性基準（詳細については「第123回定時株主総会のご案内」8頁をご参照ください。）に基づき、独立性を判断しております。
（注）取締役シニアアドバイザー　山本 正已氏は、JFEホールディングス株式会社および株式会社みずほフィナンシャルグループの社外取締役を兼任し

ております。
（注）常勤監査役　広瀬 陽一氏は、当社の財務経理本部長を務めるなど財務・経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の

知見を有しております。また、同氏は株式会社富士通ゼネラルの社外監査役を兼任しております。
　　　常勤監査役　山室 惠氏は、裁判官として経済事案を数多く取り扱った経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
　　　監査役　初川 浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業の豊富な監査経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
　　　監査役　幕田 英雄氏は、検事、公正取引委員会の委員などを歴任し、経済事案を数多く取り扱った経験があり、財務および会計に関する相当程度

の知見を有しております。
（注）社外役員の重要な兼職の状況は、「第123回定時株主総会 電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」5頁「8.社外役員の兼任の状況、主な活動

状況等」に記載しております。
（注）CEOは最高経営責任者、CDXOは最高DX責任者、COOは最高執行責任者、CDPOは最高データ&プロセス責任者、CFOは最高財務責任者を指

します。
（注）SEVPは、当社グループの役員および従業員の職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（他にはEVP、SVPなど）の一つ

です。
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会社役員の状況

役員報酬基本方針

　当社は「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパス実現
のために必要な富士通グループの経営を担う優秀な人材を確保するため、また、業績や株主価値との連動性をさら
に高め、透明性の高い報酬制度とするため、以下のとおり役員報酬基本方針を定める。

ａ．報酬体系および報酬水準の考え方
　・役員報酬は職務および職責に応じ月額で定額を支給する「基本報酬」と、短期業績に連動する報酬としての

「賞与」、株主価値との連動を重視した中長期インセンティブとしての「業績連動型株式報酬」から構成す
る体系とする。

　・報酬水準および種類別構成割合は、優秀な人材の確保・維持に資する競争力のある報酬とすることを目標とし
て、事業内容、事業規模等の類似する他企業の報酬構成割合および職務・職責毎の報酬水準をベンチマーク
として比較し、当社の財務状況を踏まえて設定する。

　・業務執行を担う取締役の総報酬における業績連動報酬の割合は、職責の重い取締役ほど高くなるように決定
し、業績および株主価値との連動性を高めるものとする。

　・取締役の個人別報酬は、報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定することで、客観性、透明性、公正性を
確保する。

ｂ．基本報酬
　すべての取締役および監査役を支給対象とし、その支給額はそれぞれの役員の職務および職責に応じて月額の定
額を決定する。

②取締役および監査役の報酬等
ア．役員報酬額等の決定方針
　当社は、より透明性の高い役員報酬制度とするべく、2009年10月の取締役会決議により報酬委員会を設置しており
ます。下記イ.「当期に係る報酬等の総額」に集計された取締役および監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
められた報酬等総額の範囲内において、報酬委員会の答申を受けて取締役会で決定した役員報酬基本方針（取締役の個
人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を含む役員報酬に関する方針であり、以下「本決定方針」といいま
す。）の枠組みに基づき、各取締役の報酬等については、報酬委員会の審議を経て取締役会での決議により決定し、各
監査役の報酬等については、監査役の協議に基づき決定する運用としております。
　また、当期における取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、取締役会で決定された本決定方針に基づき、独立
社外取締役で構成される報酬委員会が多様な視点からの検討を行っており、また、報酬委員会の答申を受けた取締役会
は、当該報酬等の内容の決定が上記の運用に則していることを確認しているため、本決定方針に沿うものであると判断
しております。
　なお、当社は2023年5月11日開催の取締役会において、2023年6月26日開催の第123回定時株主総会での承認を
条件とした本決定方針の改定を決議しております。「第123回定時株主総会のご案内」19頁に記載の第3号議案をご承
認いただいた場合は、本報告書17頁に記載のとおり本決定方針を変更いたします。

当期に係る本決定方針の内容は次のとおりです。
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会社役員の状況

対象 基本報酬 賞与 業績連動型
株式報酬経営監督分 業務執行分

取締役 〇 ― ― ―
業務執行取締役 〇 〇 〇 〇

監査役 〇 ― ―

ｃ．賞与
　・業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した賞与を支給する。
　・具体的な評価指標および算出方法は、あらかじめ職務および職責に応じた基準額を設定し、それに対して経営

目標財務指標である連結売上収益および連結営業利益の当期の業績目標の達成度合い、ならびに経営目標非
財務指標である従業員エンゲージメント*1、顧客NPS®*2、DX推進指標*3の前期からの伸長度合いおよび
ESGに関する第三者評価の銘柄入り、最高評価獲得に応じた係数を乗じて支給額を決定する『オンターゲッ
ト型』とする。

ｄ．業績連動型株式報酬
　・業務執行を担う取締役を支給対象とし、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資する、業績連動型の株

式報酬を支給する。
　・具体的な評価指標および算出方法は、あらかじめ職務および職責に応じた基準株式数を設定し、それに対して

経営目標財務指標である連結売上収益、連結営業利益およびEPS（一株当たり当期利益）の業績判定期間（3
年間）中の業績目標の達成度合いに応じた係数を乗じて年度毎の株式数を計算の上、業績判定期間の終了を
もって、その合計株式数の一部を時価相当額の金銭で支給し、残りの株式を割当てる。

　　　なお、株主総会の決議により、取締役の「基本報酬」と「賞与」の合計額を年額12億円以内とし、「業績
連動型株式報酬」を年額12億円以内、割り当てる株式総数を年7万5千株以内とする。また、監査役の「基本
報酬」を年額1億5千万円以内とする。

　　（ご参考）役員報酬項目と支給対象について

　*1 会社の向かっている方向性・パーパスに共感し、自発的、主体的に働き貢献したいと思う意欲や愛着を表す指標
　*2 顧客Net Promoter Scoreの略。顧客体験＝カスタマー・エクスペリエンス（CX）の改善度や深化の把握のため

に、企業、商品やサービスへのお客様の信頼度や愛着度を示す「顧客ロイヤリティ」を測る指標
　*3 経済産業省が定める、企業のデジタル経営改革を推進するために、経営幹部や事業部門、DX部門、IT部門などの関

係者の間で現状や課題に対する認識を共有し、次のアクションにつなげる気付きの機会を提供することを目的とし
た指標
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区　分 人　員
報酬等の種類

報酬等の総額
基本報酬 賞与 業績連動型株式報酬

取締役 9人 325百万円 124百万円 277百万円 726百万円
（うち社外取締役） （5人） （79百万円） － － （79百万円）
監査役 5人 113百万円 － － 113百万円
（うち社外監査役） （3人） （41百万円） － － （41百万円）
合計 14人 438百万円 124百万円 277百万円 840百万円
（うち社外役員） （8人） （120百万円） － － （120百万円）

イ．当期に係る報酬等の総額

（注）報酬額は百万円未満を切り捨てで表記しているため、取締役または監査役などの区分毎に、報酬等の種類欄に記載の各報酬額を合算した金額
と報酬等の総額欄に記載の金額が一致しない箇所があります。

（注）取締役の報酬額は、2021年6月28日開催の第121回定時株主総会において、金銭報酬を年額12億円以内（うち社外取締役分は年額1憶5千万
円以内）とすることを決議いただいております。また、同第121回定時株主総会において、非金銭報酬として当社普通株式を年額12億円以
内、割り当てる株式総数を年7万5千株以内とすることを決議いただいております。同第121回定時株主総会終結の時点の取締役の員数は、9
名（うち、社外取締役は5名）です。監査役の報酬額は、2011年6月23日開催の第111回定時株主総会において、基本報酬を年額1億5千万円
以内とすることを決議いただいております。同第111回定時株主総会終結の時点の監査役の員数は、5名（うち、社外監査役は3名）です。当
社は、これらの報酬額の中で、上記の表の報酬を支給しております。

（注）業績連動型株式報酬は、当期に費用計上した金額を記載しております。

ウ．当期の業績連動報酬等に係る事項
ⅰ）算定の基礎とした業績指標の内容および当該業績指標を選定した理由

a.賞与
　当社は、業務執行取締役に1事業年度の業績目標達成に対するインセンティブとなるように当社の経営目標財務指
標として掲げる連結決算における売上収益と営業利益を評価指標として選定するとともに、業務執行取締役の経営目
標達成へのコミットメントを高めるため、当社の経営目標非財務指標である従業員エンゲージメント、顧客NPS®お
よびDX推進指標と第三者評価として「ESGに関する第三者評価（DJSI（注1）、CDP気候変動（注2））」を評価指
標として選定しております。
　（注）１．DJSI：Dow Jones Sustainability Indexの略。世界的なESG投資指標。
　　　　２．CDP気候変動：国際的な非営利組織であるCDPが投資家等の要請に基づき、「気候変動」への取り組

みを調査、評価を行い、結果を公表するもの。
b.業績連動型株式報酬
　当社は、業務執行取締役に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるとともに、株主の皆様の視点での経
営を一層促すために、当社の経営目標財務指標として掲げる連結決算における売上収益、営業利益およびEPSを評価
指標として選定しております。
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目　標 実　績
連結売上収益 37,200 37,137
連結営業利益 4,000 3,356

ⅱ）算定方法
ａ.賞与
　当社は、1事業年度の開始時に、業務執行取締役に対して、業績目標ならびに職務および職責に応じた基準賞与額
を提示します。そして、当該事業年度の終了をもって、基準賞与額に、当社の連結決算における売上収益および営業
利益の当期の業績目標の達成度合い、ならびに経営目標非財務指標である従業員エンゲージメント、顧客NPS®、
DX推進指標の前期からの伸長度合いおよびESGに関する第三者評価の銘柄入り、最高評価獲得に応じた係数を乗じ
て、支給賞与額を算出します。なお、業績目標の達成度合いがあらかじめ設定した下限未満となる場合には賞与は支
給されません。また、業績目標の達成度合いがあらかじめ設定した上限以上となる場合には、基準賞与額にあらかじ
め設定した係数の上限を乗じた額を支給します。

　ｂ.業績連動型株式報酬
　当社は、業務執行取締役に対して、あらかじめ職務および職責に応じた基準株式数、業績判定期間（3事業年度）
および業績目標を提示します。そして、基準株式数に当社の連結決算における売上収益、営業利益およびEPSの業績
判定期間（3事業年度）中の業績目標の達成度合いに応じた係数を乗じて算出した数の株式を事業年度毎および業績
判定期間終了時に計算し、業績判定期間中に継続して本制度の対象者の地位にあったことを条件として、業績判定期
間の終了をもって、対象者毎に、①その合計株式数の一部は本業績連動型株式報酬制度に係る報酬の支給に伴い対象
者に生じる納税資金負担相当の金銭で支給し、②残りは当社株式を割当てます。このとき、業務執行取締役には上記
合計株式の時価相当額を、金銭報酬債権および金銭で支給し、業務執行取締役は、前者の金銭報酬債権を、割当てら
れた株式に対し出資して、当社株式を取得します。なお、合計株式数に占める金銭で支給する部分の割合は、対象者
の納税資金負担を考慮して、取締役会で定めるものとします。

ⅲ）当期の業績連動報酬に係る指標の目標および実績
                                 　　　　　　（単位：億円）
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対象

基本報酬(1)
賞与
(2,6)

株式報酬

経営監督分 業務執行分
業績連動型
株式報酬
(3①,5,6)

譲渡制限付
株式ユニット

(3②,5)
業務執行
取締役(4) ○ ○ ○ ○ ―

社外取締役(4) ○ ― ― ― 〇
上記以外の

取締役 ○ ― ― ― ―

監査役 ○ ― ― ―

役員報酬基本方針

　当社は「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパス実現
のために必要な富士通グループの経営を担う優秀な人材を確保するため、また、業績や株主価値との連動性をさら
に高め、透明性の高い報酬制度とするため、以下のとおり役員報酬基本方針を定める。

１．報酬体系および報酬水準の考え方
　・役員報酬は、職務および職責に応じ月額で定額を支給する「基本報酬」と、短期業績に連動する報酬としての

「賞与」、株主価値との連動を重視した中長期インセンティブとしての「株式報酬」から構成する体系とす
る。

　・報酬水準および種類別構成割合は、優秀な人材の確保・維持に資する競争力のある報酬とすることを目標とし
て、事業内容、事業規模等の類似する他企業の報酬構成割合および職務・職責毎の報酬水準をベンチマーク
として比較し、当社の財務状況を踏まえて設定する。

　・業務執行取締役の総報酬における業績連動報酬（賞与および業績連動型株式報酬）の割合は、職責の重い取締
役ほど高くなるように決定し、業績および株主価値との連動性を高めるものとする。

　・取締役の個人別報酬は、報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定することで、客観性、透明性、公正性を
確保する。

【役員報酬項目と支給対象のマトリクス図】

 

【ご参考】役員報酬基本方針（第3号議案が承認された場合）
　　　当期の本決定方針は本報告書13頁に記載のとおりでありますが、2023年6月26日開催の第123回定時株主総会

において第3号議案をご承認いただいた場合は、以下のとおり当該方針を変更いたします。
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２．各役員報酬項目の考え方
(1) 基本報酬
　すべての役員（取締役および監査役）を支給対象とし、それぞれの役員の職務および職責に応じて月額の定額を
支給する。

(2) 賞与
　・業務執行取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した賞与を支給する。
　・具体的な評価指標および算出方法は、あらかじめ職務および職責に応じた基準額を設定し、それに対して経営

目標財務指標である連結売上収益および連結営業利益の当期の業績目標の達成度合い、ならびに経営目標非
財務指標である従業員エンゲージメント*1、顧客NPS®*2、DX推進指標*3の前期からの伸長度合いおよび
ESGに関する第三者評価の銘柄入り、最高評価獲得に応じた係数を乗じて支給額を決定する『オンターゲッ
ト型』とする。

　*1 会社の向かっている方向性・パーパスに共感し、自発的、主体的に働き貢献したいと思う意欲や愛着を表す指標
　*2 顧客Net Promoter Scoreの略。顧客体験＝カスタマー・エクスペリエンス（CX）の改善度や深化の把握のため

に、企業、商品やサービスへのお客様の信頼度や愛着度を示す「顧客ロイヤリティ」を測る指標
　*3 経済産業省が定める、企業のデジタル経営改革を推進するために、経営幹部や事業部門、DX部門、IT部門などの関

係者の間で現状や課題に対する認識を共有し、次のアクションにつなげる気付きの機会を提供することを目的とし
た指標

(3) 株式報酬
① 業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア）
　・業務執行取締役を支給対象とし、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資する、業績連動型の株式報酬

を支給する。
　・具体的な評価指標および算出方法は、あらかじめ職務および職責に応じた基準株式数を設定し、それに対して

経営目標財務指標である連結売上収益、連結営業利益およびEPS（一株当たり当期利益）の業績判定期間（3
年間）中の業績目標の達成度合いに応じた係数を乗じて年度毎の株式数を計算の上、業績判定期間の終了を
もって、その合計株式数の一部を時価相当額の金銭で支給し、残りの株式を割当てる。

② 譲渡制限付株式ユニット（リストリクテッド・ストック・ユニット）
　・社外取締役を支給対象とし、株主と利益を共有し、持続的な企業価値向上に資する、譲渡制限付株式ユニット

（一定の継続勤務期間の在任を条件として権利確定後に株式を報酬として付与する事後交付型インセンティ
ブ制度）を支給する。

　・あらかじめ年度毎に職務に応じた株式ユニット数を設定し、継続勤務期間（3年間）を経て、その株式ユニッ
ト数の一部を時価相当額の金銭で支給し、残りは株式を割当てる。

(4) 報酬の構成割合の目安
　業務執行取締役の「基本報酬（経営監督分を除く業務執行分のみ）」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」の比
率は、代表取締役社長において1：1：3を目安とし、他の業務執行取締役よりも業績連動報酬の割合を高めに設定
する。また、社外取締役の「基本報酬（手当除く）」、「譲渡制限付株式ユニット」の比率は7：3を目安とす
る。
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(5) 株式保有ガイドライン
　当社は、株主との長期的な価値共有の促進を目的とした株式保有ガイドラインを定める。株式報酬の支給対象で
ある取締役は、職務毎に定められた一定数以上の当社株式を在任期間中保有するよう努める。代表取締役社長は、
就任後4年経過時までに基本報酬年額の2倍に相当する当社株式を保有し、在任期間中その保有を継続するよう努
める。

(6) 報酬の返還等（クローバック・マルスに関するポリシー）
　退任2年以内の者を含む業務執行取締役に対して、過年度決算の重大な事後修正を含む不適切な会計または在任
期間中に重大な不正・コンプライアンス違反が生じた場合に、報酬委員会の審議を経て取締役会の決定により、当
社は業績連動報酬（賞与および業績連動型株式報酬）を減額しまたはその返還を求めることができる。

　なお、株主総会の決議により、取締役の「基本報酬」と「賞与」の合計額は年額12億円以内（うち社外取締役
分は年額1億5千万円以内）とする。業務執行取締役の「業績連動型株式報酬」は、年額12億円以内、割り当てる
株式総数を年7万5千株以内とし、社外取締役の「譲渡制限付株式ユニット」は、第123回定時株主総会で決議し
たとおり、年額1億円以内、割り当てる株式総数を年6千株以内とする。
　監査役の「基本報酬」は年額1億5千万円以内とする。

以上
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